
8広報ひかり　平成20年5月10日

②
身
体
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い
構
造

に
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
等

　
身
体
障
害
者
で
18
歳
未
満
で
あ
る
場
合

や
精
神
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
障
害

者
と
生
計
を
一
に
す
る
人
が
所
有
す
る
軽

自
動
車
等
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
減
免
の
対

象
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
、
身
体
障
害
者
手
帳
・
療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
福
祉
手
帳

等
、
車
検
証
（
原
付
等
を
除
く
）
、
運
転

免
許
証
、
印
鑑

　
納
期
限
（
６
月
２
日

）
ま
で

　
税
務
課
市
民
税
係

　
大
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民
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課
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工
場
や
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素

酸
化
物
や
揮
発
性
有
機
化
合
物
等
が
、
太

陽
の
強
い
紫
外
線
を
受
け
る
と
、
光
化
学

変
化
を
起
こ
し
「
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン

ト
」
に
変
質
し
ま
す
。

　
気
象
条
件
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
光
化
学

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が
た
ま
っ
て
白
く
、
も
や

が
か
か
っ
た
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
状
況
を
「
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
発
生
し
や
す
い
気
象
条
件

は
、
４
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
日
差
し
が

強
く
て
気
温
が
高
く
、
風
の
弱
い
日
で

す
。
こ
の
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
は
、
目

や
鼻
等
の
粘
膜
を
刺
激
す
る
た
め
、
目
が

チ
カ
チ
カ
す
る
、
の
ど
が
痛
い
等
の
症
状

を
起
こ
す
ほ
か
、
ひ
ど
い
場
合
は
、
頭

痛
、
吐
き
気
、
息
苦
し
い
等
の
症
状
が
出

ま
す
。

　
山
口
県
大
気
汚
染
緊
急
時
措
置
要
綱
に

基
づ
き
、
注
意
報
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合

は
、
関
係
機
関
に
連
絡
を
取
り
、
適
切
な

措
置
を
と
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
が
、
次

の
事
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

屋
外
で
の
激
し
い
運
動
は
避
け
る
／
病
弱

な
人
、
乳
児
、
お
年
寄
り
は
、
外
に
出
な

い
／
目
な
ど
に
刺
激
や
痛
み
を
感
じ
た

ら
、
す
ぐ
に
洗
眼
や
う
が
い
を
す
る
／
症

状
の
ひ
ど
い
場
合
は
、
医
師
の
手
当
て
や

指
示
を
受
け
る

　
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、
次
の
機
関
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
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次
の
方
法
で
確
認
で
き
ま
す
が
、
屋
外

活
動
を
さ
れ
る
人
は
、
Ｅ
メ
ー
ル
登
録
を

さ
れ
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
イ
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タ
ー
ネ
ッ
ト
で
　
県
の
大
気
環
境

状
況
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ー
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【
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３
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】
で
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・
お
知
り
に
な

り
た
い
地
域
名
と
連
絡
先
を
添
え
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン

ト
情
報
が
発
信
さ
れ
ま
す
。

●
電
話
で
　
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
に
電

話
【
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す
る

と
24
時
間
自
動
応
答
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
発
令

情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
被
害
防
止
等
の
お
知
ら
せ

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
は

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
警
報
等
発
令
・

被
害
発
生
時
の
対
応

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト

情
報
発
令
状
況
の
確
認
方
法

身身
体体
障障
害害
者者
等等
にに
対対
すす
るる

　　
　　  

軽軽
自自
動動
車車
税税
のの
減減
免免

　 

減
免
対
象

　 

申
請
の
時
に
必
要
な
も
の

　 

申
請
期
限

　 

手
続
き
場
所

　
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
を
所
有
し
て

い
る
人
に
は
、
４
月
１
日
を
基
準
日

と
し
て
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
が
、
身
体
障
害
者
等
の
人
に
つ
い

て
は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
事
項

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
お
届
け
の

納
税
通
知
書
を
持
参
の
上
、
早
め
に

減
免
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
減
免
を
受
け
て

い
る
人
で
も
、
車
両
を
変
更
し
た
場

合
に
は
、
新
た
に
申
請
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
等
が
所
有
し
て
い
る
軽
自

動
車
等

　
障
害
が
あ
る
人
自
身
が
運
転
す
る
か
、

障
害
の
あ
る
人
の
た
め
に
同
居
の
親
族
が

運
転
す
る
場
合
。

　
な
お
、
身
体
障
害
者
等
が
単
身
生
活
を

し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
人
を
常
時
介
護

し
て
い
る
人
が
運
転
し
て
い
る
場
合
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
（
１
人
１
台
に
限
り
ま

す
）


